
第２次幸手市都市計画マスタープラン 第２回市民検討会議 実施概要 

 

○日時： 令和２年１２月２１日（月） 午後７時～午後８時５０分 

○場所： 幸手市役所第二庁舎２階 第１会議室 

○議事： ①現況の調査等を踏まえた課題の整理、まちづくり目標の設定について 

      ②地区別構想における地区区分について 

 

○出席者：≪委員≫  

       佐々木委員長、久保田副委員長、遠藤委員、山本委員、川井委員、 

中村耕造委員、中村孝子委員、岸本委員、藤田委員、手島委員、斎藤委員、 

       鈴木委員、大竹委員、小泉委員、田中委員、安田委員 

      ≪事務局≫ 

       建設経済部長、都市計画課長、都市計画課職員３人 

      ≪委託業者≫ 

       昭和株式会社２人 

○議事概要： 

①現況の調査等を踏まえた課題の整理、まちづくり目標の設定について 

 現況整理、市民意識調査の集計結果、まちづくりの課題、目標設定について、事務局から

説明した。 

 

 【主なご意見】 

 ・現況整理における農業のデータについて、再度整理をお願いしたい。 

 ・人口が減少していくというデータをどう考えて、都市計画マスタープランに反映していくかが

重要だと思う。 

 ・歩道の拡幅や段差の解消も必要だと思う。また、市街地の細い路地ももう少し歩きやすくな

れば良いと思う。 

 ・幸手団地と香日向地区は状況が違うので、表現など再度整理をお願いしたい。 

 ・農地の在り方についての市民意識調査の結果について、他の土地利用に転換した方が良

いと回答した人が非常に多いが、都市計画法第 34 条第 11 号区域に関連して、市はどの

ように捉えているか。 

 ・西口にはまず駐輪場が必要だと思う。西口に住んでいる人がわざわざ遠回りをして東口に

自転車を置きに行っている。 

 ・目標について、表向きは良い言葉だが、少し中身がわからないところもあるので、全体像を

はっきりさせつつ、希望の持てる目標としてほしい。 

  

②地区別構想における地区区分について 

 第２次幸手市都市計画マスタープランの地区別構想における地区区分の考え方について

事務局から説明した。 

 

 【主なご意見】 

・地区区分の設定の必要性を教えてほしい。 


